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第三者承継支援総合 

       パッケージについて 

 

 
 経済産業省は、後継者不在の中小企業に
対して、第三者による事業承継を総合的に支
援するため、2019 年 12 月に「第三者承継支
援総合パッケージ」を策定しました。 
 これは、後継者未定の中小企業について、
これまでの対策では不十分な点があったため、
黒字廃業の可能性のある中小企業の技術・
雇用等の経営資源を次世代の意欲ある経営
者に承継・集約することを目的に取りまとめら
れたものです。 
 とくに親族外の第三者による承継を推進す
るうえで、中小企業の M&A の件数が、潜在的
な後継者不在の中小企業の数と比較して不
十分となっており、その背景として以下の 3 点
があげられます。 
 
 一つ目の課題として、マッチング前の段階に
おいて、中小 M&A 市場の売り手と買い手の
割合が1対9程度となっているなど売り案件が
圧倒的に少数である点があげられます。経営
者にとって第三者承継が身近でなく、他者へ
「売る」ことへの抵抗感が根強いことや、仲介
手数料や仲介業者などの M&A に関する情報
が不十分なため、売りを躊躇することが要因と
して考えられます。 
 
 二つ目の課題として、マッチング時の段階に
おいて、事業引継ぎ支援センターの成約率が
約 8％にとどまっているなどマッチングの成立
が困難な点があげられます。個人保証の存在
により承継を拒否したり、従業員も含め適切な
相手が見つからなかったりすることが要因とし
て考えられます。 
 
 三つ目の課題として、マッチング後の段階に
おいて、承継後の経営統合が困難な点があ
げられます。承継後の経営統合や事業戦略

の再構築にコストを要することを懸念して、承継を躊
躇することが要因としてあげられます。 
 
 これらの課題に対処するため、第三者承継支援総
合パッケージでは政策の抜本強化が図られているの
です。 
 
 では、第三者承継支援総合パッケージはどのような
内容となっているのでしょうか。そこで同パッケージの
概要についてみていきましょう。 
 
 第三者承継支援総合パッケージでは 1 年間で 6 万
者、10 年間で 60 万者の第三者承継の実現を目指し
ています。同パッケージは、①経営者の売却を促す
ためのルール整備や官民連携の取組、②マッチング
時のボトルネック除去や登録事業者数の抜本増加、
③マッチング後の各種コスト軽減の三つの柱から成り
立っています。 
 
 一つ目の柱である経営者の売却を促すための  
ルール整備や官民連携の取組においては、「事業引
継ぎガイドライン」を改訂し経営者が適正な仲介業
者・手数料水準を見極めるための指針を整備するこ
とで第三者承継を経営者の身近な選択肢とすること
や、事業引継ぎ支援センターの無料相談体制を抜本
強化し、経営者が気軽に相談できる第三者承継の駆
け込み寺とすることなどが主な施策として掲げられて
います。 
 
 二つ目の柱であるマッチング時のボトルネック除去
や登録事業者数の抜本増加においては、「経営者保
証ガイドライン」の特則策定により個人保証の二重取
りを原則禁止とすることや、「事業引継ぎ支援データ
ベース」を民間事業者にも開放し、スマホのアプリを
活用したマッチングなど簡便なしくみを提供すること
などが主な施策として掲げられています。 
 
 三つ目の柱であるマッチング後の各種コスト軽減に
ついては、新社長就任に向けた後継者の教育支援
や、事業の選択と集中を促す補助金の創設をはじめ、
予算・税・金融支援を充実させることが掲げられてい
ます。 
 
 以上の取組を通して、親族外の第三者による承継
を後押しすることが期待されているのです。 
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